
 

○港区認可保育所等設置支援事業費補助要綱 

平成２３年３月２２日 

２２港子子第２３２２号 

（目的） 

第１条 この要綱は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３５条第４項の規定に基

づく保育所並びに同法第６条の３第１０項及び第１２項の規定に基づく事業の創設又は

老朽化に伴う施設整備に係る費用の一部を区が予算の範囲内で補助することにより、保育

所及び小規模保育事業所（以下「保育所等」という。）並びに事業所内保育事業所の設置

促進を図り、もって保育所待機児童の解消に寄与することを目的とする。 

（補助対象事業） 

第２条 この要綱による補助の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、国又は都

が別に定める国庫負担又は補助制度により、事業に要する経費の一部を負担（補助）して

いる事業のうち、区長が認めたものとする。 

（補助事業の要件） 

第３条 補助事業は、次の各号に掲げる要件に該当するものでなければならない。 

（１） 設置しようとする施設及び設備の整備並びに施設の運営については、児童福祉施

設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）をはじめとする各種関

係法令、港区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（令和２年港区条例第５

１号）又は港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６

年港区条例第２７号）に適合するものであるとともに、港区保育所設置認可等事務取扱

要綱（平成３年３月３１日付２港子政第１２１２号）、港区家庭的保育事業等認可等事

務取扱要綱（平成２７年７月１日付２７港子子第２７１８号）、港区保育扶助要綱（昭

和５４年１２月１日付５４港福祉第１６５４号）別記１及び２その他各種関係通知等に

適合するものであること。 

（２） 国又は地方公共団体以外の者から建物を賃借する場合には、不動産の貸与を受け

て保育所を設置する場合の要件緩和について（平成１６年５月２４日付雇児発第０５２

４００２号・社援発第０５２４００８号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長・厚生労働

省社会・援護局長連名通知）の要件を満たすものであること。 

（３） 施設整備に当たっては、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）等関係諸法規

を遵守し、必要な手続を行うものであること。 

（補助対象経費） 



 

第４条 補助金の交付対象となる経費は、別表１及び別表２に定めるとおりとする。 

（補助交付額） 

第５条 補助金の交付金額は、別表１及び別表２に定める算定方法により算出された額を予

算の範囲内において交付するものとする。ただし、算出された交付額に１，０００円未満

の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

（補助条件等） 

第６条 この要綱に基づく補助金は、別記の条件を付して交付するものとする。 

（交付申請） 

第７条 この要綱に基づく補助金を受けようとする保育所等及び事業所内保育事業所の設

置者（以下「設置者」という。）は、港区認可保育所等設置支援事業補助金交付申請書（第

１号様式）に、次に掲げる書類を添付し、区長が指定する日までに区長に提出するものと

する。ただし、事業所内保育事業所の設置者は、第１号から第４号まで及び第６号に掲げ

る書類を添付するものとする。 

（１） 事業計画書 

（２） 資金計画書（工事等に係る部分） 

（３） 工事請負契約書の写し 

（４） 工事に係る図面 

（５） 賃貸契約書の写し 

（６） その他区長が必要と認めるもの 

（交付決定及び通知） 

第８条 区長は、設置者から前条の規定による補助金の交付申請があったときは、関係書類

を審査し、補助金を交付することが適当と決定したときは、港区認可保育所設置支援事業

補助金交付決定通知書（第２号様式）により設置者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第９条 区長は、前条の規定による補助金の交付決定後に設置者から補助金の請求があった

ときは、工期及び工事金額等を勘案し、予算の範囲内において遅滞なく設置者に支払うも

のとする。 

（補助金の変更申請） 

第１０条 補助金の交付決定を受けた設置者が交付決定後の工事内容等の変更により、当該

申請内容を変更する場合は、港区認可保育所設置支援事業補助金交付変更申請書（第３号

様式）により、区長に承認を求めるものとする。 



 

２ 区長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査のうえ、承認の可否を決定し、

港区認可保育所設置支援事業補助金交付変更承認通知書（第４号様式）により設置者に通

知するものとする。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めのない事項については、港区補助金等交付規則（昭和４８年港区

規則第４号）に定めるところによる。 

（委任） 

第１２条 この要綱の施行について必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。 

付 則 

この要綱は、平成２３年３月２２日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２５年３月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２７年１１月５日から施行する。 

付 則 

この要綱は、平成２９年２月１日から施行する。ただし、別表１の４の規定は、同年４月

１日から施行する。 

付 則 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の港区認可保育所等設置支援事業費補助要綱別表２の規定（平成

２９年４月１日以降に開設した開設後１０年以内の保育所等の開設前の建物賃借料に係

る規定を除く。）は、平成２９年４月１日から適用する。 

付 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和元年６月６日から施行し、平成３１年４月１日以後に行われた交付申請

から適用する。 

付 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 



 

付 則 

この要綱は、令和２年６月５日から施行し、同年４月１日以後に行われた交付申請から適

用する。 

付 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和７年１２月１日から施行する。 

付 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

別記 補助条件（第６条関係） 

（事情変更による決定の取消し等） 

第１条 区長は、この補助金の交付決定後の事情変更により特別の必要が生じたときは、こ

の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を

変更することがある。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、

この限りでない。 

（承認事項） 

第２条 設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を受けな

ければならない。ただし、第１号又は第２号に掲げる事項のうち、軽微なものについては、

この限りでない。 

（１） 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。 

（２） 補助事業の内容を変更しようとするとき。 

（３） 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

（事故報告等） 



 

第３条 設置者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難と

なった場合は、速やかに、その理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その

指示を受けなければならない。 

（状況報告） 

第４条 区長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、設

置者に対し、補助事業の遂行状況に関し、報告を求めることができる。 

（補助事業の遂行命令等） 

第５条 区長は、前２条による報告及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２１条

第２項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した

条件に従って遂行されていないと認めるときは、設置者に対し、これらに従って補助事業

を遂行すべきことを命じることができる。 

２ 設置者が前項の命令に違反したときは、区長は、設置者に対し、補助事業の一時停止を

命ずることができる。 

（事業の完了時期） 

第６条 補助事業は、当該年度の３月３１日までに完了しなければならない。 

（実績報告） 

第７条 設置者は、補助事業が完了したとき、補助事業が予定の期間内に完了しないまま年

度末を経過したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、それらの事実があった日

から３０日以内又は別に指定する日のいずれか早い日までに、港区認可保育所等設置支援

事業実績報告書（第５号様式。以下「実績報告書」という。）に関係書類を添えて、当該

補助事業の実績を区長に報告しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第８条 区長は、前条に規定する実績報告を受けた場合において、実績報告書の審査及び必

要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の

内容及びこれに付した条件に適合するものであることを調査し、適合すると認めたときは、

交付すべき補助金の額を確定し、港区認可保育所等設置支援事業補助金確定通知書（第６

号様式）により設置者に通知する。 

（是正のための措置） 

第９条 区長は、前条に規定する現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の決定の内容

及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、設置者に対し、当該補助事業につき、

これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることがある。 



 

２ 第７条の規定による実績報告は、前項の規定による命令により必要な措置をした場合に

おいても、これを行わなければならない。 

（決定の取消し） 

第１０条 区長は、設置者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全

部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２） 補助金を他の用途に使用したとき。 

（３） その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交

付決定に基づく命令に違反したとき。 

２ 前項の規定は、第８条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後においても適用

する。 

（補助金の返還） 

第１１条 区長は、第１条又は前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合におい

て、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限

を定めて、その返還を命ずるものとする。 

２ 前項の規定は、第８条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既

にその額を超える補助金が交付されているときは、その超えた額についても同様とする。 

（違約加算金） 

第１２条 設置者は、第１０条の規定により補助金の交付決定が取り消され、その返還を命

ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該

補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除

した額）につき、年１０．９５パーセントの割合で計算した違約加算金（１００円未満の

場合を除く。）を納付しなければならない。 

（延滞金） 

第１３条 設置者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付し

なかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年１０．

９５パーセントの割合で計算した延滞金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなけれ

ばならない。 

（関係書類の整理保管） 

第１４条 設置者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及

び支出について、証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了の日



 

の属する年度終了後５年間保管しておかなければならない。 

（財産処分の制限） 

第１５条 設置者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並び

に取得価格又は効用の増加の価格が５０万円以上の機械器具については、補助事業等によ

り取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間（平成２０年厚生労働省告示第３８４

号）に定める期間を経過するまで、区長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に

反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供し、取り壊し又は廃棄してはな

らない。 

２ 設置者は、補助事業により取得したもの又は効用の増加した部分につき、造作買取請求

権その他の権利が生じたときは、その処分につき区長の承認を受けるものとする。 

３ 区長は、区長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入

の全部又は一部を区に納付させることができる。 

（保育所等及び事業所内保育事業所の廃止による補助金の返還） 

第１６条 区長は、設置者が当該補助を受けた保育所等及び事業所内保育事業所を廃止した

場合は、前条の規定にかかわらず、既に交付した補助金の全部又は一部を区に返還させる

ことができる。ただし、この返還額と施設整備経費に係る前条第３項の規定に基づく納付

額の合計額は、補助交付額を上回らないこととする。 

（財産の管理） 

第１７条 設置者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、保育所

等及び事業所内保育事業所開始後においても善良な管理者の注意をもって管理するとと

もに、その効率的な運用を図らなければならない。 

（消費税等の取扱い） 

第１８条 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税

及び消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに区長に報告しなければならな

い。 

なお、設置者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自

ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の

申告を行っている場合は、本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告

を行うこと。 

また、区長に報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させ

ることができる。 



 

（工事等の契約） 

第１９条 設置者は、補助事業を行うために締結する相手方及びその関係者から、寄付金等

の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付の受領に

ついては、この限りでない。 

２ 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、

契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせてはならない。 

３ 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど港区が行う

契約手続の取扱いに準拠しなければならない。 

（第三者評価の受審） 

第２０条 設置者は、前年度以前３年度内に東京都福祉サービス第三者評価（以下「第三者

評価」という。）を受審しなければならない。ただし、当該年度以降に新規で開設する施

設については、４月に開設する場合は開設する月の属する年度の末日までに、４月以外に

開設する場合は開設する月の属する年度の翌年度の末日までにそれぞれ第三者評価を受

審しなければならない。 

別表１（第４条、第５条関係） 

１ 保育所等の創設、増築、増改築、改築、大規模修繕等若しくは老朽

民間児童福祉施設整備を行う場合 

次の（１）と（２）の金額を比較して、いずれか少ない方の金額を

補助基準額とし、その額に８分の７を乗じて得た額とする。 

（１） 施設建設等に係る補助対象経費のうち設置者の実支出額 

（２） 国が定める最新の就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱

別表交付基準額表により算出した交付基準額を同表に規定する国の

負担割合として定められた数で除して得た額 

２ 賃貸物件により新たに保育所等を整備する場合 

施設改修に係る補助対象経費のうち設置者の実支出額と別表３―１

の基準額を比較して、いずれか少ない方の金額を補助基準額とし、そ

の額に８分の７を乗じて得た額 

３ 高騰加算 

１及び２に定める補助基準額を超えて設置者が負担する補助対象経

費と別表３―２の基準額を比較して、いずれか少ない方の金額を補助

基準額とし、その額に８分の７を乗じて得た額 

負担金補助及び

交付金 



 

４ 事業所内保育事業所を整備する場合 

次の（１）と（２）の金額を比較して、いずれか少ない方の金額 

（１） 設置者が中小企業等の場合は、施設改修に係る補助対象経費

のうち設置者の実支出額に３分の２（地域枠が定員の２分の１以上

の場合にあっては６分の５、地域枠が定員の２分の１以上かつ増床

経費の場合にあっては８分の７）を乗じて得た額 

設置者が、上記以外の場合は、施設改修に係る補助対象経費のう

ち設置者の実支出額に２分の１（地域枠が定員の２分の１以上の場

合にあっては４分の３、地域枠が定員の２分の１以上かつ増床経費

の場合にあっては８分の７）を乗じて得た額 

（２） 地域型保育事業（事業所内保育事業）支援事業補助金交付要

綱（平成２７年１０月２０日付２７福保子保第１３５４号）別表補

助基準額表により算出した基準額の合計 

備考 中小企業等とは、次の（１）から（３）までの労働者の数の合計が３００人以下の

企業等とする。 

（１） 期間の定めなく雇用されている労働者 

（２） 一定の期間を定めて雇用されている者で、その雇用期間が反復更新され、事実

上期間の定めなく雇用されている場合と同等と認められる労働者 

（３） いわゆる日雇い労働者で、雇用契約が日々更新されて事実上期間の定めなく雇

用されている場合と同等と認められる労働者 

別表２ 建物賃借料（第４条、第５条関係） 

１ 設置者が貸主に対して支払う工事着工日から開設日前日までの建物

賃借料及び礼金（敷金を除く。）の額と４千１百万円（小規模保育事

業所は１千２百万円）を比較して、いずれか少ない方の額に８分の７

を乗じて得た額 

負担金補助及び

交付金 

別表３―１（別表１関係） 

定員区分 基準額１施設当たり 

着工日 令和８年４月２日以降 令和８年４月１日以前 

保育所 定員２０名以下 １４８，３５０，０００円１４１，７５０，０００円

定員２１～３０名 １５５，５５０，０００円１４８，５００，０００円

定員３１～４０名 １８０，７５０，０００円１７２，６５０，０００円



 

定員４１～７０名 ２０６，１００，０００円１９６，９５０，０００円

定員７１～１００名 ２６７，７５０，０００円２５５，７５０，０００円

定員１０１～１３０名 ３２２，２００，０００円３０７，６５０，０００円

定員１３１～１６０名 ３７３，０５０，０００円３５６，２５０，０００円

定員１６１～１９０名 ４２３，６００，０００円４０４，５５０，０００円

定員１９１～２２０名 ４７０，８５０，０００円４４９，７００，０００円

定員２２１～２５０名 ５２１，５５０，０００円４９８，１５０，０００円

定員２５１名以上 ５７９，６００，０００円５５３，６５０，０００円

小規模保

育施設 

定員１９名以下 ２７，１９３，０００円 ４１，３１９，０００円

別表３―２（別表１関係） 

定員区分 基準額１施設当たり 

着工日 令和８年４月２日以降 令和８年４月１日以前 

保育所 定員２０名以下 ３７，０８７，０００円 ３５，４３７，０００円

定員２１～３０名 ３８，８８７，０００円 ３７，１２５，０００円

定員３１～４０名 ４５，１８７，０００円 ４３，１６２，０００円

定員４１～７０名 ５１，５２５，０００円 ４９，２３７，０００円

定員７１～１００名 ６６，９３７，０００円 ６３，９３７，０００円

定員１０１～１３０名 ８０，５５０，０００円 ７６，９１２，０００円

定員１３１～１６０名 ９３，２６２，０００円 ８９，０６２，０００円

定員１６１～１９０名 １０５，９００，０００円１０１，１３７，０００円

定員１９１～２２０名 １１７，７１２，０００円１１２，４２５，０００円

定員２２１～２５０名 １３０，３８７，０００円１２４，５３７，０００円

定員２５１名以上 １４４，９００，０００円１３８，４１２，０００円

小規模保

育施設 

定員１９名以下 ６，７９８，０００円 １０，３２９，０００円

備考 初年度に定員を減らして開設した場合においては、０歳から５歳までの最終定員を

適用する。 


